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１ 富山市立図書館の開館時間等の変更について

［図書館］

(1) 目的

富山市立図書館の効率的な運営及び職員のワークライフバランスの

推進を図るもの。

(2) 内容

① 図書館本館の開館時間

② 八尾図書館ほんの森の開館時間

※ 大沢野図書館、大山図書館、婦中図書館と開館時間を統一する。

③ 図書館全館（とやま駅南図書館、こども図書館除く）の休館日

※ TOYAMA キラリ内のガラス美術館と休館日を統一する。

(3) 施行期日

令和８年４月１日

現行 改正案

(1)日曜日から木曜日まで

午前９時３０分から午後７時まで

(2)金曜日、土曜日

午前９時３０分から午後８時まで

(1)日曜日から木曜日まで

午前９時３０分から午後７時まで

(2)金曜日、土曜日

午前９時３０分から午後７時まで

現行 改正案

(1)月曜日から金曜日まで

午前９時３０分から午後７時まで

(2)土曜日、日曜日、休日

午前９時３０分から午後５時まで

(1)月曜日から金曜日まで

午前９時３０分から午後６時まで

(2)土曜日、日曜日、休日

午前９時３０分から午後５時まで

現行 改正案

(1)１２月２９日から翌年１月３日

(2)蔵書点検期間

(3)毎月第１水曜日

(この日が休日に当たるときは、こ

の日以後においてこの日に最も近

い休日以外の日)

(1)１２月２９日から翌年１月３日

(2)蔵書点検期間

(3)毎月第１水曜日及び第３水曜日

(これらの日が休日に当たるとき

は、その日後においてその日に最

も近い水曜日)
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